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�愛媛県告示第１０２２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２７年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０２３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項の規定により、施術機関を次のように指定した。

平成２７年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広
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直 瀬 ク リ ニ ッ ク 上浮穴郡久万高原町直瀬
甲２８８１－１ 平成２７年６月１日

畑 野 川 ク リ ニ ッ ク 上浮穴郡久万高原町下畑
野川甲３７０－２ 平成２７年６月１日

ｉクリニック内科・呼吸器
内科

今治市郷新屋敷町三丁目
１番３９号 平成２７年７月１日

平 野 ご う 薬 局 今治市郷新屋敷町三丁目
１－４２ 平成２７年７月１日

フロンティア薬局本郷店 新居浜市本郷三丁目５－
３１ 平成２７年７月１日

チ ェ リ ー 薬 局 本 郷 店 新居浜市本郷三丁目５番
３４号 平成２７年７月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

山川リンタロー歯科診療所 西条市樋之口３７９番地１ 平成２７年６月１日

毎週（火・金）曜日発行 第２６９８号 平成２７年８月１４日

平成２７年８月１４日金曜日 第２６９８号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第１０２４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関の名称が、次のように変更された。

平成２７年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１０２５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２７年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０２６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２７年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０２７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２７年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０２８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の名称が次のように変更された。

平成２７年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

施 術 機 関 施 術 所
指定年月日

氏 名 住 所 名 称 所 在 地

井 下 裕 麻 － からだ元気治療院 新居浜市久保田町２－１－４５ 平成２７年６月１５日

医療機関の名称 医療機関の所在地 変更年月日

（変更後）
鈴木整形外科・外科

宇和島市吉田町北小路甲
９６番地２ 平成２７年７月１日

（変更前）
鈴木整形外科

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

山川リンタロー歯科診療所 西条市樋之口３７９番地１ 平成２７年５月３１日

畑 野 川 ク リ ニ ッ ク 上浮穴郡久万高原町下畑
野川甲３７０－２ 平成２７年５月３１日

直 瀬 ク リ ニ ッ ク 上浮穴郡久万高原町直瀬
甲２８８１－１ 平成２７年５月３１日

ちぎょうこどもクリニック 今治市片山三丁目１１－１６ 平成２７年６月７日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社四国中央興産 四国中央市中之庄町４６４番地
の１ デイサービスかがやき 四国中央市寒川町７５８番地１ 平成２７年６月２３日

株式会社四国中央興産 四国中央市中之庄町４６４番地
の１ デイサービスのびのび 四国中央市寒川町７５８番地１ 平成２７年６月２３日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社四国中央興産 四国中央市中之庄町４６４番地
の１ デイサービスかがやき 四国中央市寒川町７５８番地１ 平成２７年６月２３日

株式会社四国中央興産 四国中央市中之庄町４６４番地
の１ デイサービスのびのび 四国中央市寒川町７５８番地１ 平成２７年６月２３日

愛 媛 県 報平成２７年８月１４日 第２６９８号

７８７
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�愛媛県告示第１０３２号
平成２７年度健康資源・環境整備状況調査を次のとおり実施するの

で、愛媛県統計調査条例（平成２０年愛媛県条例第６８号）第３条第２

項の規定により告示する。

平成２７年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 調査の目的

事業所、飲食店が取り組んでいる健康づくり関連項目について

調査することにより、県民の健康増進の総合的な推進を図るため

の基礎資料とする

２ 調査対象の範囲

� 事業所：従業者（常用雇用者）５０人以上の民営事業所

�愛媛県告示第１０２９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の名称及び所在地が次のように変更された。

平成２７年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０３０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の名称が次のように変更された。

平成２７年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０３１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の名称及び所在地が次のように変更された。

平成２７年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社お茶屋の里 新居浜市西の土居町二丁目８
番２３号

（変更後）
いきいきらいふＳＰＡ中の茶
屋 新居浜市西の土居町二丁目８

番２１号 平成２７年６月１日
（変更前）
デイサービス中の茶屋

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ユーミーケア 松山市宮西一丁目２番１号

（変更後）
ユーミーケアヘルパーステー
ション西予

（変更後）
西予市宇和町卯之町４－６５４

平成２７年４月２０日
（変更前）
ユーミーケア八幡浜

（変更前）
八幡浜市４３５番地３５カネカビ
ル１階

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社お茶屋の里 新居浜市西の土居町二丁目８
番２３号

（変更後）
いきいきらいふＳＰＡ中の茶
屋 新居浜市西の土居町二丁目８

番２１号 平成２７年６月１日
（変更前）
デイサービス中の茶屋

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ユーミーケア 松山市宮西一丁目２番１号

（変更後）
ユーミーケアヘルパーステー
ション西予

（変更後）
西予市宇和町卯之町４－６５４

平成２７年４月２０日
（変更前）
ユーミーケア八幡浜

（変更前）
八幡浜市４３５番地３５カネカビ
ル１階

愛 媛 県 報平成２７年８月１４日 第２６９８号

７８８
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� 飲食店：愛媛県料飲業生活衛生同業組合加盟店舗

３ 報告を求める事項

� 事業所：事業所、受動喫煙防止対策、メンタルヘルスケア、

がん検診等、歯科健診に関すること

� 飲食店：経営形態、受動喫煙防止対策、栄養成分表示等につ

いて

４ 報告を求める事項の基準となる期日

平成２７年８月３１日

５ 報告を求める者

２に記載した全事業所及び全店舗

６ 報告を求めるために用いる方法

調査票の郵送による自計方式

７ 報告を求める期間

平成２７年９月１日から３０日までの間

�������
�愛媛県告示第１０３３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

八幡浜市向灘、松柏、大平、日土及び高野地地域に係る県営土地改

良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により、次のとおり当

該土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成２７年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・八幡浜北地区）

計画書の写し

２ 縦覧期間

平成２７年８月１７日から９月１１日まで

３ 縦覧場所

八幡浜市役所八幡浜庁舎

�������
�愛媛県告示第１０３４号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１４条の規定により、次の

肥料の登録は、失効した。

平成２７年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０３５号
愛媛県造林事業補助金交付規程（昭和６２年１１月愛媛県告示第１３８３号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行し、平成２７年度の補

助金から適用する。

平成２７年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

失効年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２７
年７月
２７日

愛媛県
第１２６３
号

魚かす
粉末

魚粉末 窒素全
量８．０
りん酸
全量
４．５

マルトモ株式会
社
愛媛県伊予市米
湊１６９６番地

改 正 後 改 正 前

（補助対象事業の種類）

第２条 補助対象となる造林事業は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 機能回復整備事業

ア 特定森林造成事業

�・� 省略

� 花粉発生源対策促進事業

（補助対象事業の内容等）

第３条 補助対象となる造林事業の内容等は、次の各号に掲げる事

業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

�・� 省略

� 共生環境整備事業 次に掲げるとおりとし、その区分等は、

別表第３のとおりとする。

ア 絆の森整備事業 身近な森林に対する市民の関心の高まり

及び森林に関する市民活動の広がりに対応するために行う次

に掲げる事業とする。

� 市民参加型森林整備 市民の参加による森林整備とし、

その区分等は、次のとおりとする。

ａ 省略

ｂ 市民主導タイプ 特定非営利活動法人等（森林法施行

令（昭和２６年政令第２７６号）第１１条第７号に掲げる者

をいう。以下同じ。）が森林

（補助対象事業の種類）

第２条 補助対象となる造林事業は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 機能回復整備事業

ア 特定森林造成事業

�・� 省略

� 造林未済地緊急造林

（補助対象事業の内容等）

第３条 補助対象となる造林事業の内容等は、次の各号に掲げる事

業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

�・� 省略

� 共生環境整備事業 次に掲げるとおりとし、その区分等は、

別表第３のとおりとする。

ア 絆の森整備事業 身近な森林に対する市民の関心の高まり

及び森林に関する市民活動の広がりに対応するために行う次

に掲げる事業とする。

� 市民参加型森林整備 市民の参加による森林整備とし、

その区分等は、次のとおりとする。

ａ 省略

ｂ 市民主導タイプ 特定非営利活動法人等（森林法第１０

条の１１の９第２項の規定による施業実施協定の認可を受

けた特定非営利活動法人等をいう。以下同じ。）が森林
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所有者から受託して森林経営計画若しくは森林法の一部

を改正する法律（平成２３年法律第２０号）による改正前の

森林法（以下「旧法」という。）第１１条第４項（旧法第

１２条第３項において読み替えて準用する場合を含む。）

の認定に係る森林施業計画（以下「森林施業計画」とい

う。）を作成し、又は特定非営利活動法人等が森林所有

者等（森林法第１０条の７に規定する森林所有者等をい

う。以下同じ。）と森林法第１０条の１１の９第２項に規定

する施業実施協定を締結した上で自ら実施する森林の管

理及び整備

ｃ 省略

� 省略

� 機能回復整備事業 次に掲げるとおりとし、その区分等は、

別表第４のとおりとする。

ア 特定森林造成事業 森林の生産力の回復、増進等の観点か

ら、林木の成長が不良な土地及び耕作放棄地等を対象として

行う次に掲げる事業とする。

�・� 省略

� 花粉発生源対策促進事業 花粉の少ない森林への転換を

目的として、花粉発生源となつているスギ及びヒノキの人

工林を対象に行う花粉症対策苗木等（スギ花粉発生源対策

推進方針（平成１３年６月１９日付け１３林整保第３１号林野庁長

官通知）の別紙２の２に規定する花粉症対策苗木及び知事

が花粉症発生源対策に資すると認める苗木をいう。以下同

じ。）への植替え

（事業主体）

第４条 事業主体（造林事業を自ら又は委託を受けて実施するもの

をいう。以下同じ。）は、次に掲げるものとする。

� 森林環境保全直接支援事業にあつては、次に掲げるもの

ア～オ 省略

カ 森林所有者の団体（森林法施行令

第１１条第８号に規定する団体をいう。以下同じ。）

キ～コ 省略

�～� 省略

� 絆の森整備事業の野生生物共生林整備にあつては、次に掲げ

るもの。ただし、用地等取得にあつては、アに掲げる者に限

る。

ア～ウ 省略

エ 森林整備法人等

オ～ク 省略

� 特定森林造成事業の特定林地改良にあつては、次に掲げるも

の

ア～ウ 省略

エ 森林整備法人等

オ 省略

� 特定森林造成事業の耕作放棄地等森林造成

にあつては、市町

� 特定森林造成事業の花粉発生源対策促進事業にあつては、次

に掲げるもの

ア 市町

イ 森林所有者

ウ 森林組合等

エ 森林整備法人等

所有者から受託して森林経営計画若しくは森林法の一部

を改正する法律（平成２３年法律第２０号）による改正前の

森林法（以下「旧法」という。）第１１条第４項（旧法第

１２条第３項において読み替えて準用する場合を含む。）

の認定に係る森林施業計画（以下「森林施業計画」とい

う。）を作成し、又は特定非営利活動法人等が森林所有

者等（森林法第１０条の７に規定する森林所有者等をい

う。以下同じ。）と森林法第１０条の１１の９第２項に規定

する施業実施協定を締結した上で自ら実施する森林の管

理及び整備

ｃ 省略

� 省略

� 機能回復整備事業 次に掲げるとおりとし、その区分等は、

別表第４のとおりとする。

ア 特定森林造成事業 森林の生産力の回復、増進等の観点か

ら、林木の成長が不良な土地及び耕作放棄地等を対象として

行う次に掲げる事業とする。

�・� 省略

� 造林未済地緊急造林 市町村森林整備計画（森林法第１０

条の５第１項の市町村森林整備計画をいう。以下同じ。）

に定める公益的機能別施業森林区域（同法第５条第２項第

４号の３に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。）

内の伐採後３年以上造林が行われていない林地を対象に１５

年以上皆伐をしないことについて協定を締結した上で行う

郷土樹種の植栽、天然更新の補助作業等

（事業主体）

第４条 事業主体（造林事業を自ら又は委託を受けて実施するもの

をいう。以下同じ。）は、次に掲げるものとする。

� 森林環境保全直接支援事業にあつては、次に掲げるもの

ア～オ 省略

カ 森林所有者の団体（森林法施行令（昭和２６年政令第２７６

号）第１１条第８号に規定する団体をいう。以下同じ。）

キ～コ 省略

�～� 省略

� 絆の森整備事業の野生生物共生林整備にあつては、次に掲げ

るもの。ただし、用地等取得にあつては、アに掲げる者に限

る。

ア～ウ 省略

エ 森林整備法人

オ～ク 省略

� 特定森林造成事業の特定林地改良にあつては、次に掲げるも

の

ア～ウ 省略

エ 森林整備法人

オ 省略

� 特定森林造成事業の耕作放棄地等森林造成及び造林未済地緊

急造林にあつては、市町
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オ 特定非営利活動法人等

カ 森林所有者の団体

キ 森林経営計画策定者

ク 森林施業計画の認定を受けた者

ケ 特定間伐等促進計画において特定間伐等の実施主体に位置

付けられた者

（補助対象事業の規模）

第５条 補助対象となる造林事業の規模は、次の各号に掲げる事業

の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

� 森林環境保全直接支援事業 次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める規模

ア 間伐及び更新伐を実施する場合（要間伐森林において施業

代行者が実施する場合を除く。） 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める規模

� 森林経営計画に基づいて行う場合 次条の規定による補

助金の交付申請ごとに、かつ、森林経営計画ごとに、次の

ａ又はｂのいずれかに該当すること。

ａ 次に掲げる規模のいずれにも該当する規模であること

又は１森林経営計画内において間伐及び更新伐を実施す

べき施行地の面積の合計が５ヘクタール未満である場合

にあつては、原則として当該施行地の全てにおいて間伐

及び更新伐を実施するものであり、かつ、間伐及び更新

伐のそれぞれにおいて、伐採木の搬出材積の合計を当該

施行地の面積の合計で除して得た値が１ヘクタール当た

り１０立方メートル以上であること。

� 間伐及び更新伐の施行地の面積の合計が５ヘクター

ル以上（民有林と協調した森林整備等を推進するため

に森林管理署等が地方公共団体等との間で締結する協

定について（平成１５年４月２２日付け１４林国経第３５号林

野庁長官通知）に基づき締結された森林施業の一体化

を図る団地（以下「森林共同施業団地」という。）の

設定に係る協定の対象となつている民有林（以下「森

林共同施業団地対象民有林」という。）において実施

する場合にあつては、１森林共同施業団地当たりの施

行地の面積が２．５ヘクタール以上（１森林経営計画の

対象森林である場合に限る。）で、かつ、間伐及び更

新伐の施行地の面積とこれらと一体的に実施したと認

められる国有林の間伐及び更新伐に相当する施行地の

面積との合計が５ヘクタール以上）

� 間伐及び更新伐のそれぞれの伐採木の搬出材積の合

計をそれぞれの施行地の面積の合計で除して得た値が

１ヘクタール当たり１０立方メートル以上

ｂ ａに該当しない施行地のうち、過去に森林環境保全直

接支援事業の間伐が実施されておらず、かつ、ａに該当

する施行地（当該施行地が複数存在する場合は、いずれ

かの施行地）と隣接し、又は路網で直接接続している施

行地（以下「搬出困難等施行地」という。）について、

ａに該当する施行地と一体的に施業を実施する場合にあ

つては、当該搬出困難等施行地の面積の合計がａに該当

する施行地の面積の合計以下であること。

� 省略

イ・ウ 省略

�～� 省略

（補助対象事業の規模）

第５条 補助対象となる造林事業の規模は、次の各号に掲げる事業

の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

� 森林環境保全直接支援事業 次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める規模

ア 間伐及び更新伐を実施する場合（要間伐森林において施業

代行者が実施する場合を除く。） 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める規模

� 森林経営計画に基づいて行う場合 次に掲げる規模のい

ずれにも該当する規模であること又は１森林経営計画内に

おいて間伐及び更新伐を実施すべき施行地の面積の合計が

５ヘクタール未満である場合にあつては、原則として当該

施行地の全てにおいて間伐及び更新伐を実施するものであ

り、かつ、間伐及び更新伐のそれぞれにおいて、伐採木の

搬出材積の合計を当該施行地の面積の合計で除して得た値

が１ヘクタール当たり１０立方メートル以上であること。

ａ 次条の規定による補助金の交付申請ごとに、かつ、森

林経営計画ごとに間伐及び更新伐の施行地の面積の合計

が５ヘクタール以上（民有林と協調した森林整備等を推

進するために森林管理署等が地方公共団体等との間で締

結する協定について（平成１５年４月２２日付け１４林国経第

３５号林野庁長官通知）に基づき締結された森林施業の一

体化を図る団地（以下「森林共同施業団地」という。）

の設定に係る協定の対象となつている民有林（以下「森

林共同施業団地対象民有林」という。）で実施される場

合にあつては、１森林共同施業団地当たりの施行地の面

積が２．５ヘクタール以上（１森林経営計画の対象森林で

ある場合に限る。）で、かつ、間伐及び更新伐の施行地

の面積とこれらと一体的に実施したと認められる国有林

の間伐及び更新伐に相当する施行地の面積との合計が５

ヘクタール以上

ｂ 間伐及び更新伐のそれぞれの伐採木の搬出材積の合計

をそれぞれの施行地の面積の合計で除して得た値が１ヘ

クタール当たり１０立方メートル以上

� 省略

イ・ウ 省略

�～� 省略
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（補助金の交付条件）

第９条 省略

２・３ 省略

４ 補助金の交付を受けたものは、次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該各号に定める補助金相当額を返還しなければならな

い。

�～� 省略

� 花粉発生源植替えについて、事業の完了年度の翌年度までに

当該花粉発生源植替えを実施した林分が森林経営計画の対象森

林とならない場合（天災等不可抗力によるものとして知事が認

めたときを除く。） 交付を受けた当該花粉発生源植替えに係

る補助金相当額

� 花粉発生源植替えを行つた林地について、原則として当該花

粉発生源植替えを行つた年度の翌年度から起算して２年を経過

しても更新が確実に図られていないと知事が認める場合におい

て、速やかにコンテナ苗の花粉症対策苗木等による植栽を行わ

ないとき 交付を受けた当該花粉発生源植替えに係る補助金相

当額

５・６ 省略

別表第１（第３条関係）

森林環境保全直接支援事業

（補助金の交付条件）

第９条 省略

２・３ 省略

４ 補助金の交付を受けたものは、次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該各号に定める補助金相当額を返還しなければならな

い。

�～� 省略

５・６ 省略

別表第１（第３条関係）

森林環境保全直接支援事業

区 分 補助基準（経費の内容） 補助率 区 分 補助基準（経費の内容） 補助率

１～８ 省略 １～８ 省略

９ 間伐 適正な密度管理を目的としてⅩⅡ齢級

以下の林分若しくは市町村森林整備計

画（森林法第１０条の５第１項の市町村

森林整備計画をいう。）に定める立木

の標準伐期齢（以下「標準伐期齢」と

いう。）に２を乗じて得た林齢以下の

林分又は地域の標準的な施業における

本数密度をおおむね５割上回る森林若

しくは立木の収量比数がおおむね１００

分の９５以上の森林において行う不用木

（侵入竹を含む。）の除去及び不良木
とう

の淘汰並びにこれらの搬出集積（標準

伐期齢に２を乗じて得た林齢以下の林

分において行うものにあつては、森林

経営計画に基づいて 行 う も の に 限

る。）に要する経費

省略 ９ 間伐 適正な密度管理を目的としてⅩⅡ齢級

以下の林分若しくは市町村森林整備計

画

に定める立木

の標準伐期齢（以下「標準伐期齢」と

いう。）に２を乗じて得た林齢以下の

林分又は地域の標準的な施業における

本数密度をおおむね５割上回る森林若

しくは立木の収量比数がおおむね１００

分の９５以上の森林において行う不用木

（侵入竹を含む。）の除去及び不良木
とう

の淘汰並びにこれらの搬出集積（標準

伐期齢に２を乗じて得た林齢以下の林

分において行うものにあつては、森林

経営計画に基づいて 行 う も の に 限

る。）に要する経費

省略

１０～１２ 省略 １０～１２ 省略

備考 省略 備考 省略

別表第３（第３条関係）

共生環境整備事業

１ 絆の森整備事業

� 市民参加型森林整備

別表第３（第３条関係）

共生環境整備事業

１ 絆の森整備事業

� 市民参加型森林整備

区 分 補助基準（経費の内容） 補助率 区 分 補助基準（経費の内容） 補助率

１～５ 省略 １～５ 省略

備考

１ 省略

２ 森林作業道の開設及び改良は、当該森林作業道の開設

及び改良と一体的に実施することとされている施業に一

備考

１ 省略

２ 森林作業道の開設については、森林経営計画、森林施

業計画又は特定間伐等促進計画に基づき必要な施業を行
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定期間先行して 実

施することができる。

う場合に限り、施業の実施時期にかかわらず一括して実

施することができる。

� 野生生物共生林整備 � 野生生物共生林整備

区 分 補助基準（経費の内容） 補助率 区 分 補助基準（経費の内容） 補助率

１～４ 省略 １～４ 省略

備考 森林作業道の開設及び改良は、当該森林作業道の開設

及び改良と一体的に実施することとされている施業に一

定期間先行して 実

施することができる。

備考 森林作業道の開設については、森林経営計画、森林施

業計画又は特定間伐等促進計画に基づき必要な施業を行

う場合に限り、施業の実施時期にかかわらず一括して実

施することができる。

別表第４（第３条関係）

機能回復整備事業

１ 特定森林造成事業

� 特定林地改良

別表第４（第３条関係）

機能回復整備事業

１ 特定森林造成事業

� 特定林地改良

区 分 補助基準（経費の内容） 補助率 区 分 補助基準（経費の内容） 補助率

１～３ 省略 １～３ 省略

備考

１・２ 省略

３ 森林作業道整備は、当該森林作業道整備と一体的に実

施することとされている施業に一定期間先行して

実

施することができる。

備考

１・２ 省略

３ 森林作業道の開設については、森林経営計画、森林施

業計画又は特定間伐等促進計画に基づき必要な施業を行

う場合に限り、施業の実施時期にかかわらず一括して実

施することができる。

� 耕作放棄地等森林造成 � 耕作放棄地等森林造成

区 分 補助基準（経費の内容） 補助率 区 分 補助基準（経費の内容） 補助率

１～１２ 省略 １～１２ 省略

備考

１～３ 省略

４ 森林作業道整備は、当該森林作業道整備と一体的に実

施することとされている施業に一定期間先行して

実

施することができる。

備考

１～３ 省略

４ 森林作業道の開設については、森林経営計画、森林施

業計画又は特定間伐等促進計画に基づき必要な施業を行

う場合に限り、施業の実施時期にかかわらず一括して実

施することができる。

� 花粉発生源対策促進事業 � 造林未済地緊急造林

区 分 補助基準（経費の内容） 補助率 区 分 補助基準（経費の内容） 補助率

１ 花粉発生源

植替え

花粉発生源となつている林分に

おいて行う立木の伐倒、搬出集

積、地ごしらえ、花粉症対策苗

木等の植栽に要する経費

査定経費

の１０分の

４

１ 人工造林 別表第１ １に同じ。 査定経費

の１０分の

４

２ 樹下植栽等 別表第１ ２に同じ。 同上

２ 附

帯施

設等

整備

� 林木

被害防

止施設

等整備

�の表 ２�に同じ。 同上 ３ 下刈り 別表第１ ３に同じ。 同上

４ 雪起こし 別表第１ ４に同じ。 同上

５ 倒木起こし 別表第１ ５に同じ。 同上

６ 枝打ち � 別表第１ ６�に同じ。 同上

� 林内

作業場

及び林

内かん

水施設

整備

別表第１ １１�に同じ。 同上 � 別表第１ ６�に同じ。 同上

７ 除伐 別表第１ ７に同じ。 同上

８ 保育間伐 別表第１ ８に同じ。 同上

９ 間伐 別表第２ １の表９に同じ。 同上

１０ 附

帯施

設等

整備

� 荒廃

竹林整

備

別表第１ １１�に同じ。 同上

� 荒廃

竹林整

別表第１ １１�に同じ。 同上

愛 媛 県 報平成２７年８月１４日 第２６９８号

７９３
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�愛媛県告示第１０３６号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、四国中央市長から次のとおり公共測量

を実施する旨の通知があった。

平成２７年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 平成２７年８月１７日から

１２月１５日まで

３ 作業地域 四国中央市川之江町

�愛媛県告示第１０３７号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

平成２７年８月１４日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第１０３８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２７年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

備 １１ 森林作業道

整備

別表第１ １２に同じ。 同上

３ 森林作業道

整備

別表第１ １２に同じ。 同上

備考

１ 補助対象とする苗木の植栽は、１の施業にあつては１

ヘクタール当たり１，０００本以上、２の施業にあつては１ヘ

クタール当たり６００本以上のものに限る。

２ 荒廃竹林整備は、１から９までのいずれかの施業の周

辺の森林において当該施業と一体的に実施するものであ

つて、全体事業量の中で荒廃竹林整備の事業量が１から

９までの施業に係る事業量を超えないものに限る。

３ 森林作業道整備は、１から９までのいずれかの施業と

一体的に実施するものに限る。

４ 森林作業道の開設については、森林経営計画、森林施

業計画又は特定間伐等促進計画に基づき必要な施業を行

う場合に限り、施業の実施時期にかかわらず一括して実

施することができる。

備考

１ 補助対象とする花粉症対策苗木等（コンテナ苗に限

る。）の植栽は、１ヘクタール当たり１，０００本以上のもの

に限る。

２ 荒廃竹林整備は、１の施業の周辺の森林において当該

施業と一体的に実施するものであつて、全体事業量の中

で荒廃竹林整備の事業量が１の施業に係る事業量を超え

ないものに限る。

３ 森林作業道整備は、１の施業と一体的に実施するもの

に限る。

４ 森林作業道整備は、当該森林作業道整備と一体的に実

施することとされている施業に一定期間先行して実施す

ることができる。

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５１５０００８６ 合同会社 きぼう 香川県さぬき市津田町
鶴羽１４３０－１ 三 谷 明 弘 児童発達支援 かざぐるま 愛媛県東温市見奈良１３

９９－２
平成２７年
７月１日

３８５１５０００８６ 合同会社 きぼう 香川県さぬき市津田町
鶴羽１４３０－１ 三 谷 明 弘 放課後等デイ

サービス かざぐるま 愛媛県東温市見奈良１３
９９－２

平成２７年
７月１日

３８５０１００６４９ 合同会社 ｏｎｅ’ｓ
ｍｉｎｄ

愛媛県松山市桑原２丁
目５番地５ 谷 田 敏 紀 放課後等デイ

サービス ｃｏｌｏｒｆｕｌ 愛媛県松山市桑原２丁
目５番地５

平成２７年
７月７日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（特－２５）第１６７４３号 平成２５年
５月１３日 重松兄弟設備� 清水盛士郎 松山市谷町甲７８－１ 平成２７年

７月２日 電気工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２３）第１６９２５号 平成２３年
１０月１３日 成松設備 成松 健 松山市和泉南６－２－４

－２
平成２７年
７月２２日 管工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－２２）第１６７５６号 平成２２年
１０月５日 オシャラプランニング 若洲 孝雄 松山市木屋町１－６－２ 平成２７年

７月２３日 建築工事業 建設業の廃止
（法人成り）

愛 媛 県 報平成２７年８月１４日 第２６９８号

７９４
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２７年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

ライフル射撃競技用電子標的システムの購入

� 購入物品名及び数量

５０ｍＳＢ用電子標的システム 一式

１０ｍＡＲ・ＡＰ用電子標的システム 一式

（使用に当たり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書等による。

� 納入期限

平成２８年３月３１日（木）

� 納入場所

内子町城の台公園特設ライフル射撃場

（所在地：愛媛県喜多郡内子町小田４２０番地）

� 入札方法

ア 入札は、原則として愛媛県電子入札システムを利用して行

うこととするが、愛媛県電子入札システムの利用者登録を行

っていない入札参加資格者が応札する場合には、紙入札を行

うことができる。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２６・２７・２８年度の製造の請負等に係る

一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の

�愛媛県告示第１０３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２７年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３８０号
喜多郡内子町大平１２６４番から

同町大平１２６１番２まで
平成２７年８月１４日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野佐来八幡浜線
大洲市稲積２１７番２から

同市稲積４７４番４まで
平成２７年８月１４日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２７年８月５日 特定非営利活動法人
障がい者スポーツクラブ 笹 木 正 照 松山市中央二丁目７７番地１０ウエス

トコート５０１号室
この法人は、障害者並びに健常者に対して、ス
ポーツを通じた交流に関する事業を行い、障害
者に対する理解と協調に寄与することを目的と
する。

愛 媛 県 報平成２７年８月１４日 第２６９８号

７９５



選挙管理委員会告示

事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円

滑に実施できる者であること。

� 緊急時に速やかに対応できるものであること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２１５６

� 入札書の受領期間

電子入札による場合は、平成２７年９月２８日（月）の午前９時

から同月２９日（火）午前９時５９分まで

紙入札による場合は、平成２７年９月２９日（火）午前９時５９分

まで

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２７年９月２９日（火）午前１０時００分

愛媛県総務部入札室 本館２階

４ その他

� ＷＴＯ協定の適用

本公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府

調達に関する協定（平成７年条約第２３号）、政府調達に関する

協定を改正する議定書（平成２６年条約第４号）によって改正さ

れた同協定およびその他の国際約束の適用を受ける。

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：平成２７年９月１６日（水）午後５時００分

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から

第１５４条までの規定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

	 その他

ア 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力のうえ、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接または郵便（書留郵便

に限る。）により提出すること。

イ 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：

Electronic scoring systems for rifle shooting competition，１

Set

� Time limit of tender：９：５９ a．m．，２９ September２０１５

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Accounting Division，Treasury

Bureau，Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，

Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２１５６

�愛媛県選挙管理委員会告示第６６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２７年８月１４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

新居浜市医師連盟 中 山 恵 二 山 内 保 生 新居浜市庄内町四丁目７－５４ 平成２７年７月１日

八幡浜医師連盟 牧 野 嘉 幸 阿 部 芳 久 八幡浜市広瀬一丁目７－１７ 平成２７年７月１０日

愛 媛 県 報平成２７年８月１４日 第２６９８号

７９６
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�愛媛県選挙管理委員会告示第６８号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２７年８月１４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第６９号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定に

より、次のとおり同項第２号の規定による資金管理団体でなくなっ

た旨の届出があった。

平成２７年８月１４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第６７号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２７年８月１４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

自由民主党鬼北支部 松 田 八重子 主たる事務所の所在地 北宇和郡鬼北町奈良４３５８ 北宇和郡鬼北町小松１５３６ 平成２７年７月５日

代 表 者 松 田 八重子 程 内 覚

会 計 責 任 者 芝 照 雄 赤 松 俊 二

自由民主党松山支部連合
会 清 水 宣 郎 代 表 者 清 水 宣 郎 白 石 研 策 平成２７年７月１１日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

橋村たみお後援会 矢 野 幸 保 主たる事務所の所在地 松山市立花三丁目３－３６ 松山市立花三丁目２－３０－１ 平成２７年７月２７日

会 計 責 任 者 橋 村 民 生 丸 井 慎 也

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

今 村 く に お 後 援 会 有 光 正 志 平成２６年１２月３１日

阿 部 悦 子 と 市 民 の 広 場 松 尾 京 子 平成２７年６月２１日

森 な つ え 後 援 会 森 夏 枝 平成２７年６月２８日

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

資金管理団体の名称 資金管理団体でな
くなった年月日

森 夏 枝 森 な つ え 後 援 会 平成２７年６月２８日

平成２７年８月１４日 発行
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